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第三者割当による第三種優先株式発行に関するお知らせ 

 

当行は、本日開催の取締役会において、第三者割当の方法により「株式会社西京銀行第

三種優先株式」（以下、「第三種優先株式」という。）を発行すること（以下、「本件第三者

割当」という。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．第三種優先株式の概要 

(1) 募集株式の名称 株式会社西京銀行第三種優先株式 

(2) 募集株式の数 5,500,000 株 

(3) 発行価額 1 株につき 1,000 円 

(4) 募集株式の払込金額

の総額 
5,500,000,000 円 

(5) 募集方法 第三者割当の方法により、当行お取引のお客さまを中心に割り

当てを行う予定です。 

(6) 払込期日 平成 29 年 3 月 17 日（金） 

 

２．募集の目的及び理由 

  当行は、国内基準行に対する新しい自己資本規制に係る告示、いわゆる「バーゼルⅢ」

が平成 26 年 3 月 31 日から適用されたことを踏まえ、適切な自己資本政策をかねてより

検討してまいりました結果、バーゼルⅢ国内基準において「コア資本」に算入すること

のできる「強制転換条項付優先株式」を機動的に発行することのできる体制整備として、

定款の変更を平成 28 年 6 月 24 日開催の定時株主総会、普通株主による種類株主総会お

よび第一種優先株主による種類株主総会においてそれぞれお諮りし承認いただいており

ます。そのうえで、普通株式の希薄化による既存株主さまへの影響、自己資本規制、マ

ーケットなど当行を取り巻く環境の変化等を考慮した結果、このたび強制転換条項付優

 



先株式として、「第三種優先株式」を第三者割当の方法により発行することといたしまし

た。 

  なお、本件第三者割当により、平成 29 年 3 月末連結自己資本比率は 8％台半ば程度と

なる見込みです。 

  当行は、自己資本の充実による財務基盤の強化、収益機会の拡大を図り、利益計画の

着実な遂行による内部留保の蓄積とともに、適切なコア資本の確保を図ってまいります。

これにより、山口県、広島県、福岡県を中心とした地元の個人、事業者のお客さまへの

融資や地域活性化等に寄与すべく、より一層前向きに取り組んでまいります。 

 

３．新規発行による手取り金の額および使途 

 (1) 手取金の額（予定） 

   払込金額の総額     5,500,000,000 円 

   発行諸費用の概算額    24,000,000 円 

   差引手取概算額     5,476,000,000 円 

   (注)  発行諸費用の概算額には、登録免許税、弁護士費用、価値算定費用等からなり、

消費税を含んでおりません。 

(2) 手取金の使途 

上記差引手取概算額については、当行グループの財務基盤の強化のため、平成 30 年

3 月期において、全額を地元中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定でありま

す。 

 



株式会社西京銀行第三種優先株式 

発行要項 

 

1. 募集株式の名称 

株式会社西京銀行第三種優先株式（以下「第三種優先株式」という。） 

 

2. 募集株式の数 

5,500,000 株 

 

3. 募集株式の払込金額 

総額 5,500,000,000 円（１株につき 1,000 円） 

 

4. 増加する資本金の額 

総額 2,750,000,000 円（１株につき 500 円） 

 

5. 増加する資本準備金の額 

総額 2,750,000,000 円（１株につき 500 円） 

 

6. 募集方法 

第三者割当の方法により、下記の者に以下のとおり割り当てる。 

朝日生命保険相互会社        1,000,000 株 

株式会社インベスターズクラウド    1,000,000 株 

日本国土開発株式会社        1,000,000 株 

藍澤證券株式会社          500,000 株 

櫻井 博志                500,000 株 

株式会社長府製作所            500,000 株 

株式会社中電工             200,000 株 

フューチャー株式会社           200,000 株 

株式会社ライジング企画          200,000 株 

赤坂印刷株式会社             100,000 株 

稲村 秀彦             100,000 株 

全国保証株式会社             100,000 株 

株式会社ビジネスアシスト         100,000 株 

 

7. 申込期間 

平成 29 年 2 月 24 日から平成 29 年 3 月 17 日まで 

（別紙） 



 

8. 払込期日 

平成 29 年 3 月 17 日 

 

9. 申込・払込取扱場所 

当行本店 

 

10. 第三種優先配当金 

(1) 第三種優先配当金の額  

当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿

に記載又は記録された第三種優先株式を有する株主（以下「第三種優先株主」という。）

又は第三種優先株式の登録株式質権者（以下「第三種優先登録株式質権者」といい、

第三種優先株主とあわせて「第三種優先株主等」という。）に対し、同日の最終の株

主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又

は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわ

せて「普通株主等」という。）に先立ち、第三種優先株式１株当たり、第三種優先株

式の払込金額相当額（ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に対し、

年率 2.50％に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日（平成 29年３月 31日に終

了する事業年度にあっては平成 29年３月 17日。いずれにおいても同日を含む。）か

ら当該配当の基準日（同日を含む。）までの期間につき月割計算（ただし、１か月未

満の期間については年 365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。）により算出

される額の金銭を支払う（以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配

当額を「第三種優先配当金」という。）。ただし、すでに当該事業年度に属する日を

基準日として第三種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当

の累積額を控除する。  

(2) 非累積条項  

ある事業年度において第三種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第三

種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。  

(3) 非参加条項  

第三種優先株主等に対しては、第三種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただ

し、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第 758条第８号ロ若しくは同法第

760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われ

る同法第 763条第１項第 12号ロ若しくは第 765条第１項第８号ロに規定される剰余金

の配当についてはこの限りではない。 

  



11. 残余財産  

(1) 残余財産の分配  

当行は、残余財産を分配するときは、第三種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、

第三種優先株式１株につき、第三種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、

第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する

事由があった場合には、適切に調整される。）の金銭を支払う。 

(2) 非参加条項  

第三種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。  

 

12. 議決権  

(1) 第三種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。  

(2) 当行が会社法第 322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段 

の定めがある場合を除き、第三種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要し

ない。  

 

13. 金銭を対価とする取得条項  

(1) 金銭を対価とする取得条項  

当行は、平成 34年３月 18日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）

が到来したときは、第三種優先株主等に対して、取得日から２週間以上の事前通知を

行ったうえで、法令上可能な範囲で、第三種優先株式の全部又は一部を取得すること

ができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第三

種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第三種優先株主に対して

交付するものとする。なお、当行が第三種優先株式の一部を取得する場合は、取得す

る第三種優先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分につ

いては抽選により決定するものとする。  

(2) 取得と引換えに交付すべき財産  

当行は、第三種優先株式の取得と引換えに、第三種優先株式１株につき、第三種優先

株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株

式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整され

る。）の金銭を交付する。  

 

14. 普通株式を対価とする取得条項  

(1) 普通株式を対価とする取得条項  

当行は、平成 39年３月 18日（以下「一斉取得日」という。）をもって、一斉取得日

において当行に取得されていない第三種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、

当行は、第三種優先株式を取得するのと引換えに、各第三種優先株主に対し、その有



する第三種優先株式数に第三種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、第三

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由

があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額

で除した数の普通株式を交付するものとする。第三種優先株式の取得と引換えに交付

すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第 234条に従って

これを取扱う。  

(2) 一斉取得価額  

イ．一斉取得日に先立つ 45連続取引日（同日を含む）の期間において、当行の普通株

式が上場等（金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。

以下同じ。）をしている場合  

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ 45取引日目に始まる 30連続取引日（終値

が算出されない日を除く。）の当行の普通株式が上場等をしている取引所等（金

融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。）における当行の普通株式の毎

日の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第

１位を切捨てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取

得価額（下記(3)に定義する。以下同じ。）を下回る場合は、一斉取得価額は下限

取得価額とする。  

ロ．上記イ．以外の場合  

一斉取得日における連結ＢＰＳ（以下に定義する。以下同じ。）とする。「連結

ＢＰＳ」とは、１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針 35 項に従い、

直近の継続開示書類（直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告

書（連結ＢＰＳに関するこれらの訂正報告書を含む。））に記載の連結財務諸表

における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配

当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額

として計算した１株当たり純資産額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数

第１位を切捨てる。）とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後

において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下

記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一

斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の

結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価

額とする。  

(3) 下限取得価額  

下限取得価額は、第三種優先株式の発行日における連結ＢＰＳに 0.5を乗じた金額（円

位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。）とする（ただし、下記

(4)による調整を受ける。）。  

 



(4) 下限取得価額の調整  

イ．第三種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価

額を次に定める算式（以下「下限取得価額調整式」という。）により調整する（以

下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。）。下限取得価額

調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切

捨てる。  

 

調 整 後 

下限取得

価額 

 

＝ 

 

調 整 前 

下限取得

価額 

 

× 

既発行 

普通株式数 

 

＋ 

交付普通 

株式数 
× 

1株当たり 

払込金額 

1株当たり時価 

既発行普通株式数  ＋  交付普通株式数 

 

（ⅰ）下限取得価額調整式に使用する１株当たり時価（下記ハ．(ⅰ)に定義する。

以下同じ。）を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普

通株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、当行の普通株

式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。）その他の証券（以下「取

得請求権付株式等」という。）、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行

が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他

の証券（以下、「取得条項付株式等」という。）が取得又は行使され、これに

対して普通株式が交付される場合を除く。）  

調整後下限取得価額は、払込期日（払込期間が定められた場合は当該払込期間

の末日とする。以下同じ。）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以

降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当

てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。  

（ⅱ）株式の分割をする場合  

調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数（ただし、基

準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）

を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分

割のための基準日の翌日以降、これを適用する。  

（ⅲ）下限取得価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る価額（下記ニ．に定

義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ．(ⅳ)において同じ。）

をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場

合（無償割当ての場合を含む。）  

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場

合は割当日）に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与え

るため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請



求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付され

ることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を

適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割

当日）の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。  

上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確

定しておらず、後日一定の日（以下「価額決定日」という。）に価額が決定さ

れる取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得

価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額

は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定

した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普

通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日

以降、これを適用する。  

（ⅳ）当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される

条件（本イ．又は下記ロ．と類似する希薄化防止のための修正を除く。）が付

されている場合で、当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）におけ

る修正後の価額（以下「修正価額」という。）が下限取得価額調整式に使用す

る１株当たり時価を下回る場合  

調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正

価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を

交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌

日以降、これを適用する。  

（ⅴ）取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される１株

当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合  

調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希

薄化後普通株式数（下記ホ．に定義する。）が、当該取得の直前の既発行普通

株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみ

なして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日

の翌日以降、これを適用する。  

（ⅵ）株式の併合をする場合  

調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数（効力発生日におけ

る当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値

で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算

出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。  

ロ．上記イ．(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株

式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判

断する下限取得価額に変更される。  



ハ．（ⅰ）下限取得価額調整式に使用する「１株当たり時価」は、調整後下限取得価

額を適用する日に先立つ５連続取引日（同日を含む）の期間において、当行の

普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立

つ５連続取引日（終値が算出されない日を除く。）の終値の平均値（平均値の

計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。）とし、

かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結ＢＰＳ

とする。  

（ⅱ）下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得

価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。  

（ⅲ）下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合

はその日（上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株

式数」とみなされる普通株式数は含まない。）の、基準日がない場合は調整後

下限取得価額を適用する日の１ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当

該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整

の前に上記イ．及びロ．に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式で

あって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。  

（ⅳ）下限取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、上記イ．(ⅰ)

の場合には、当該払込金額（無償割当ての場合は０円）（金銭以外の財産によ

る払込の場合には適正な評価額）、上記イ．(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には０円、上

記イ．(ⅲ)及び(ⅳ)の場合には価額とする。  

ニ．上記イ．(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ．(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株

式等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その行使に際

して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際し

て取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した

金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。  

ホ．上記イ．(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を

適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ．(ⅲ)に従って既発行普通株式数に

含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係る

ものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加え

たものとする。  

ヘ．上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当

該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関

する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定に

かかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の

翌日以降にこれを適用する。  



ト．下限取得価額調整式により算出された上記イ．柱書後段を適用する前の調整後下

限取得価額と調整前下限取得価額との差額が１円未満にとどまるときは、下限取

得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下

限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、

下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこ

の差額を差し引いた額（ただし、円位未満小数第２位までを算出し、その小数第

２位を切捨てる。）を使用する。  

(5) 合理的な措置  

上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間

の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の

結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他

の合理的に必要な措置をとるものとする。  

 

15. 株式の分割又は併合及び株式無償割当て  

(1) 分割又は併合  

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普

通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。  

(2) 株式無償割当て  

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株

式及び第三種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の

割合で行う。  

 

16. 優先順位  

第三種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支

払順位は、同順位とする。  

 

17. 法令変更等  

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。  

 

18. その他  

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。  

 

以上 

  

 


